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 発行所 

 福島県教育庁県北教育事務所 

  福島市杉妻町2番1６号 

  電話024-521-2814 

【県北の家庭教育応援企業／１９７社（R７.６現在）】 

※ 企業名が新しくなった場合などは御手数ですがご連絡いただけますとたいへんありがたいです。 

よろしくお願いいたします。 

※ 企業名については県北教育事務所HPをご覧ください。 

県北教育事務所→社会教育の部屋→家庭教育の充実に向けて 

（右の二次元コードからも見ることができます） 

家庭教育応援企業にお勤めの皆様には、日頃より本県の家庭教育の推進につきま

して、御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

今回の通信では、応援企業の皆様の取組と、第五次「福島県子ども読書活動推進計

画」について、７月５日（土）に実施の「読書活動支援者育成事業研修会」、「ふくし

まを十七字で奏でよう」のお知らせを掲載いたしました。 
 

※ 応援企業通信に載せて欲しい内容がある場合は、 

右の二次元コードからお知らせください！ 

家庭教育応援企業の「取組事例」（活動報告）紹介！ 

 

 

企業の皆様には、「職場の家庭教育推進」「生活習慣向上の取組」「学校行事への参加促進」「職場

見学・体験の実施」「地域行事への協力・支援」などの面から家庭教育を応援いただいております。 

今回は、晃建設様の取組の様子をまとめた活動報告書を紹介します。 

株式会社晃建設（福島市腰浜町） 

・職場の家庭教育推進 

認証取得後HPに掲載と社内に掲載し、社内外に家庭教育 

を応援していくことを周知した。 

 

・学校行事への参加促進 

家庭教育応援企業資料により、学校行事への積極的参加を 

呼びかけ、休暇取得を促した。 

職場での年間行事を社内サーバー等により先に周知し、学 

校行事と重ならないよう配慮した。 

～ 活動報告書の提出ありがとうございました ～ 
 

 

学校行事と、職場の行事が重

ならなければ、保護者の方も

年休を取りやすいですね！ 
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「第五次福島県子ども読書活動推進計画」について 

 

 

子どもの読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くこ

とのできないもの」（子どもの読書推進に関する法律 第２条）です。 

福島県では、国の第五次「子どもの読

書活動の推進に関する基本的な計画」

（令和５年３月）及びこれまでの取組や

成果と課題を踏まえ、今後おおむね５年

間の本県における子どもの読書活動の推

進に関する施策の方向性や取組を明らか

にした第五次「福島県子ども読書活動推

進計画」を策定しました。（令和７年３

月） 

福島の未来をひらくすべての子どもが

読書の楽しさを実感し、生涯にわたって

望ましい読書習慣が確立できるよう、学

校、家庭、地域がそれぞれの役割や責任

を明確にし、社会全体で子どもの読書活

動を推進していきましょう。 

詳しく知りたい方

はこちらから！ 

スマートフォン等の普及による生活環境や家庭環境の変化が、本に親しむ機会を減少させる一因

にもなっていると考えられることから、家庭において、これらの利用の仕方に一定のルールを設

け、幼少期から読み聞かせ等により読書に対する興味を高めることが、読書習慣を形成する上でも

大切なことが分かります。 
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平成１４年度より実施しているこの

事業は、今年で２４年目を迎えます。応

募用紙は福島県教育庁社会教育課の

HPからもダウンロードできますので、

夏休みの企業イベントなどでも十七字

の作品づくりに取り組んでみてはいか

がでしょうか。 

 

【募集期間】 

令和７年６月９日(月)～８月２９日(金) 

 

 

読書活動支援者育成事業研修会 

 

 

ふくしまを十七字で奏でよう 

 

 

申込〆切 ６月２７日(金) 

社会教育課ホームページ これまでの作品 

 

子どもの読書活動
について興味のあ
る方はどなたでも 

参加ＯＫ！ 

申込はこちらから 
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まずはこちらの二次元 

コードをクリック！ 

家庭教育応援企業の取組を HP や企業通信等で広く

紹介し、効果的な取組等を共有することで家庭教育の

充実を目指していきたいと考えています。 

ぜひ、「企業推進活動報告書」にてお知らせください。 

福島県教育庁県北教育事務所 総務社会教育課 担当：伊藤 
福島市杉妻町２番１６号 福島県庁北庁舎１階 

TEL：(024)521-2814 FAX：(024)521-2870 

E-mail：itou_emi_02@pref.fukushima.lg.jp 

家庭教育に関するお問い合わせ先 

子育てについて学びたくても、仕事が忙しくて時間が取

れないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。子育

て中、またはこれから親になる皆様や管理職の皆様、みんな

で家庭教育について学んでみませんか。 

まずは県北教育事務所までお気軽にご相談ください。 
従業員の皆様が元気に働ける 

職場の環境づくりを！ 

 子どものしつけって 

どうしたらいいの？ 

これまでの「企業内推

進活動報告書」はこち

らからご覧ください。 

歯と口の健康週間 令和７年６月４日～１０日 

むし歯や歯周病を予防するためには毎日の「歯みがき」と、定期的な「歯科健診」

が大切です。日本歯科医師会のホームページであなたにぴったりな歯の磨き方が

検索できます。正しい歯磨きで虫歯ゼロをめざしましょう！ 


